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～良好な水環境を次世代に引き継ぐために～
【下水道事業】

令和７年７月
袋井市下水道課

日本下水道協会
マスコットキャラクター
スイスイくん

資料３



本日の説明内容

１ 下水道事業の概要

２ 下水道施設の現状と課題

３ 下水道事業の経営

４ 下水道使用料等の現状

５ 下水道事業の将来のリスクと取組

６ 下水道使用料等の改定方針(案）について

７ 改定後の下水道使用料等について
2



１ 下水道事業の概要
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(１)下水道の役割

(２)下水道事業の経緯と計画

(３)公共下水道等の整備地域



(１)下水道の役割

まちを清潔にする！ 身近な環境を守る！

4出典：日本下水道協会

役割１



下水道管 ･･･各家庭から汚水を集め、処理場まで運ぶための施設

5
出典：日本下水道協会



処理場･･･集めた汚水をバクテリア等を利用し、綺麗にして、河川等に
放流するための施設

6出典：日本下水道協会



袋井市の下水道
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汚水

下水道管

処理場

※雨水は側溝を通ってそのまま河川へ
雨水

袋井市の下水道は「分流式」

汚水と雨水を別々に集め、雨水は川へ

「汚水」は下水処理場にて処理

下水道処理の
対象区域外は？

合併処理浄化槽で
処理しましょう。
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(２)下水道事業等の経緯と計画

令和22年度（2040年度） 完成済
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（３）公共下水道等の整備地域

(令和５年度末現在）

配布地図を
ご覧ください。



10

【処理場】

アクアパークあさば（梅山）

袋井浄化センター（新池） 大日農業集落排水処理施設（宇刈）

埋設工事の様子【下水道管】



２ 下水道施設の現状と課題
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(１)下水道の整備状況

(２)下水道の整備率

(３)設備の耐用年数

(４)施設の整備計画



(１)下水道の整備状況

事業種別 公共下水道事業
農業集落
排水事業

処理区 袋井処理区 浅羽処理区 合計 大日地区

全体
計画面積

1,540ha 344ha 1,884ha 8.3ha

整備面積 713.6ha 305.7 ha 1,019.3ha 8.3ha

処理区域
内人口

31,522人 10,702人 42,224人 244人

接続人口 28,577人 9,748人 38,325人 242人

管渠延長 175.2km 82.1km 257.3km 4.2km

整備率 46.3% 88.9% 54.1% 100.0%

人口普及率 35.80% 12.20% 47.90% 0.30%

12

（令和5年度末）

豆知識

下水道と農業集落排水の

下水管の総延長は、約263㎞

袋井から東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ

までの距離とほぼ同一。

処理面積は、約1,027ﾍｸﾀｰﾙ

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ 10個分

袋井市の総面積の10％弱

に相当します。



袋井市の公共下水道事業のうち、農業集落排水事業は整備が完了して

います。公共下水道事業は、稼働をはじめてから26年が経過しますが、

全体計画面積に対する公共下水道の整備率は、令和５年度末現在で

54.1％と引き続き管渠の敷設を進める必要があります。

併せて、処理水量の増加に対応できるよう、下水処理場の増設も進め

ています。
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農業集落排水事業の整備率 １００％

公共下水道事業の整備率 ５４．１％

(２)下水道の整備率

計画に対し
約５割

計画に対し
約８割



主要な下水道設備の耐用年数
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(３) 設備の耐用年数

供用後経過年数

施　設　名　称 経過年数

袋井浄化センター 25

アクアパークあさば 22

大日農業集落排水処理施設 22

(令和6年度末現在） 区分 設備の種類 耐用年数

計測設備 10年

汚泥脱水機 15年

活性炭設備 15年

空調設備 15年

揚水ポンプ等 15年

受変電設備 20年

場内管きょ設備 25年

マンホールポンプ 15年

マンホール 蓋 15年

マンホール本体 50年

下水管きょ 50年

処理場

設備

管路設備

そろそろ
更新時期
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0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（千円）

未普及対策 処理場増設
改築（管路施設） 改築（処理場・マンホールポンプ）
耐震 耐水化

項目 事業費

未普及対策（管路整備） 74億円

処理場増設 8億円

老朽化対策 35億円

耐震化 7億円

耐水化 3億円

合計 128億円

建設投資の見通し(R7-R16)

処理区域拡大のための管路整備等、令和7年度～令和16年度までの

10年間で、128億円の設備投資を計画しています。

財政的に国庫補助事業が必須（令和5年度：約5億円）
これらの財源は、主に、
国からの交付金と地方
債の借り入れです。

地方債の返済利子
や、設備の減価償却費
については、将来の下
水道

使用料から支出して
いくため、安定した財
源の確保が必要です。

(４)施設の整備計画



３ 下水道事業の経営
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(１)下水道の経営の仕組み

(２)下水道の費用負担の考え方

(３)下水道使用料の仕組み

(４)使用料単価とは

(５)使用料単価の動向について



「経営の見える化」による経営基盤の強化が必要

(１)下水道の経営の仕組み
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複式会計を取り入れて、
収益的収支（毎年の経
営）と

資本的収支（工事費
や借入金の返済など、
将来への投資）

に分けて経理するこ
とで、毎年の汚水処理
に使っている

経費や将来の経営見
通しなどが分かりやす
くなりました。

「地方公営企業の経費は、経費の
負担の原則に基づき、一般会計

等において負担すべき経費を除き、
企業の経営に伴う収入をもって充
てなければいけない。」と規定

し、

令和2年度より「地方公営企業」に

経営成績（毎年度の利益・損失等フロー情報）
財政状態（資産・負債等ストック情報）

早期把握が可能となった。

会計は「公営企業会計方式」

使用料で
経営しましょう！

「公営企業」＝ 独立採算制が基本
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建設費 維持管理費

【汚水】

企業債償還費
（借金返済）

【汚水】
国庫補助金

企業債

受益者負担金

一般会計
繰入金

公費負担
一般会計繰入金

※総務省が定める「繰出基準」に適合するもの

使用料収入

下水道使用料収入等で負担するもの
雨水公費、汚水私費の原則

(２)下水道の費用負担の考え方



水道水のほとんどは、下水道管に排出されることから、水道の使
用量を汚水の量として下水道使用料の計算をしています。

水道使用量 ＝ 下水道使用量（排除汚水量）

(３)下水道使用料の仕組み
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下水道使用料の請求は、

２か月ごとの検針水量に基づき

計算し、水道料金と合わせて納

付していただいています。

各家庭で使用した水道水が、
下水道管を通って浄化セン
ターへ流れます



１㎥当たりどのくらいのお金を支払っていただいているか？

(４)使用料単価とは
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使用料単価 ＝

皆さんからの使用料
【円】

皆さんが使った水量
（排水量）【㎥】

使用料を決めるのに
参考とする単価

令和5年度：124.3円／㎥



(５)使用料単価の動向について

下水道使用料の水準は、毎年の使用料収入
と有収水量（使用料の対象とする排水量）を
割った使用料単価を求め、評価をしています。

有収水量は、節水型機器の普及や、高齢化
などにより、従来の傾向をもとに令和２年度
に策定した下水道経営戦略の見込を大きく下
回っています。

21
例えば‥ 令和5年度の使用料単価は、 450百万円÷3,620千㎥＝124．3円/㎥と計算します。



４ 下水道使用料等の現状と課題
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(１)下水道使用料の構成

(２)「公費負担」について



(１)下水道使用料の構成
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下水道使用料は排水量を基に基本

使用料と従量使用料を組み合わせて

算定しています。１か月８㎥までは、

基本料金に含まれ、これを超える部

分は１㎥使用ごとに従量料金を加算

します。従量料金は使用量が多い部

分は、高い単価となる累進性を採用

しています。

下水道使用料 ＝ 基本料金 ＋ 従量料金

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(㎥）

従量料金（17㎥以上）

1㎥使用ごとに

料金を加算

基本水量

０～16㎥まで定額
従量料金

使
用
料

基本料金（固定的経費の４０％）
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基本料金は固定的経費の割合で決める

使用料対象経費は、固定的経費と変動的経費に区分されます。
下水道事業は固定的経費が多く占める事業のため、使用水量の有無に

かかわらない、基本料金で一定額を支払ってもらっています。

内　容 料金区分

[合計]

[合計]

2,936
2,433

職員給与、減価償却

費、企業債利子、固定

的に発生する施設の修

繕・補修費など

基本料金
需要家費 業務費など

923

2,006

使用料対象経費 金額 （百万円） 金額（百万円）

変動的経費

(処理水量によって

変動する)

変動費 930

動力費、薬品費、処理

水量により発生する修

繕・補修費など

基準外繰入金で

補填
503

従量料金 1,510

固定的経費

(処理水量による

変動はない)

固定費

内　容 料金区分

[合計]

[合計]

2,936
2,433

職員給与、減価償却

費、企業債利子、固定

的に発生する施設の修

繕・補修費など

基本料金
需要家費 業務費など

923

2,006

使用料対象経費 金額 （百万円） 金額（百万円）

変動的経費

(処理水量によって

変動する)

変動費 930

動力費、薬品費、処理

水量により発生する修

繕・補修費など

基準外繰入金で

補填
503

従量料金 1,510

固定的経費

(処理水量による

変動はない)

固定費

水道事業はほとんど
ここがありません

現行料金では４０％

公費負担で



【基準内繰入金】

使用料単価150円/㎥を超える部分 ⇒公費負担（国の財政措置あり）

【基準外繰入金】

使用料単価150円/㎥以下の部分 ⇒市一般会計(税金）で負担

（Ｒ５年負担額 有収水量 3,599千㎥× 25.7円/㎥ ＝約9,250万円）

(２)「公費負担」について
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公費負担 ＝ 国の方針

最低限の努力として
使用料単価 １５０円／㎥

令和5年度実績使用料単価

124.3円/㎥
国の方針使用料単価

１５０円/㎥＜
▲25.7円/㎥
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袋井市の公費負担の状況
汚れた水を1㎥（お風呂５杯分）浄化する

には、288.2円の費用が必要です。
このうち150円までが下水道使用料等で利

用が払うべきお金ですが、利用者の負担を軽
減するため、市の税金から25.7円を支援し単
価を124.3円としています。

袋井市における費用と負担の内訳

令和5年度実績

維持管理費 136.0円/㎥ 資本費 144.6円/㎥

下水道使用料 124.3円/㎥（現行）
市の一般会計による負担額

(総務省に認められているもの)
130.6円/㎥

下水道使用料適正単価 150円/㎥

<汚水処理費>

<財源の内訳>

総務省が下水道事業に
求める使用料の水準

不足分【赤字】
25.7円/㎥

280.6円/㎥

公費負担

公費負担 OK
自分達で
何とか
しましょう

【基準外繰入金】



水道事業

下水道事業

整備が完了

(独立した成人）

整備が半分

(親から支援の学生）

アルバイト代
（下水道使用料）

(水道料金）

施設更新、修
繕、耐震化

家、車ローン
（借金返済）

生活費・学費

（国費、市一般会計繰入れ）

成長中

27

公営企業は独立採算性が原則

実は家の家計
も苦しいよ



（１）下水道処理区域内の人口減少

（２）下水道有収水量の減少

（３）下水道事業に関連する物価上昇

（４）国の補助金がもらえなくなる!?

（５）公共下水道をめぐる課題

（６）課題に対する取組

５ 下水道事業の将来のリスクと取組

28



(１)下水道処理区域内の人口減少

下水道区域内の人口は、年々増加していましたが、令和７年４月１日時点では、
区域全体の人口減少に追いつかず、下水道区域内人口・下水道使用人口とも前年度
を下回りました。

この傾向は来年度以降も続くとみられ、下水道使用料収入の減少が懸念されます。

29

整備を行っているのに
区域の人口が
減り始めた！



(２)下水道有収水量の減少

3,395 
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3,449 

3,569 3,573 
3,588 
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3,000
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3,200

3,300

3,400
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3,600

3,700
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有
収
水
量

有収水量(現行経営戦略) 有収水量(実績)(千㎥)
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41.3
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

1件当たりの有収水量

R元

（単位：千㎥）
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下水道の有収水量は、ゆるや
かに増え続けていますが、１
件あたりの有収水量は年々減
少しております。節水機器の
普及や人口減少の影響も考慮
すると、伸び悩みが懸念され
ます。

右肩下がり

㎥



(３)下水道事業に関連する物価上昇
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高圧電力
５年前の 1.5倍

建設工事
10年前の 1.3倍



(４)国の補助金がもらえなくなる!?

国土交通省では、下水道事業は「人口減少下における維持管理時代である」
と定義し、強く経営改善を求めています。

社会資本整備総合交付金の重点配分採択要件(抜粋）

32

経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた
業績目標を達成できない場合

令和７年度以降、供用開始後30年以上経過しているにも関わらず、
使用料単価が 150 円/m3 未満かつ経費回収率が80％未満
かつ15年以上使用料改定を行っていない場合

自分たちでも
最低限の努力を
してください！

毎年数億円の国費を財源として整備を行っていますが…



課
題
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全国の下水道事業の共通課題は、主に３つ

下水道事業を担当する

職員の減少
下水道施設の

老朽化
人口減少による

使用料収入の減少

(５)公共下水道をめぐる課題

カネヒト モノ

袋井市は比較的新しい



課
題
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ヒト モノ カネ

⚫人材育成、組織体制
を作る

⚫技術職員の配置

⚫民間の活用

人材
⚫予防保全型維持管理・改
築の導入

⚫ライフサイクルコストの
削減

施設
⚫経営戦略の策定

⚫使用料の改定

⚫起債(借金)の長期化

資金

(６)課題に対する取組

下水道事業を担当する

職員の減少
下水道施設の

老朽化
人口減少による

使用料収入の減少

取

組
２つの処理場を一括して

民間事業者に包括的管理
委託を行っている。

処理場の設備などはス
トックマネジメント計画を策
定し、施設の長寿命化を
図っている。

経営戦略を策定し、定期
的な使用料の改定を行っ
ている。



６ 下水道使用料等の改定方針(案）について

35

(１)懇話会での経過と協議結果

(２)市の改定方針(案）
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基本料金の割合 従量料金 改定年度 備 考

平成30年度 30% 使用料単価 104.1円 H28.4.1 令和元年10月1日 消費税改定

市提示
（令和元年度）

50% 使用料単価 150円 R3.4.1 国が示す使用料単価 150円

懇話会提言
（令和元年度）

40% 使用料単価 125円 R４.4.1
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症による市民生活への配慮に
より料金改定を令和4年4月1日に延期

令和5年度（現状） 47.0% 使用料単価 124.3円 R4.4.1 令和５年度 決算値

【令和元年度懇話会における使用料改定の考え方】 

基本料金の割合 従量料金 改定年度 備 考

懇話会提言
（令和６年度）

50% 使用料単価 150円 R8.4.1 改定率は20.7％

(１)懇話会での経過と協議結果

令和元年度
懇話会で設
定した目標

目標

現行

【令和６年度懇話会における使用料改定の考え方】 



(２)市の改定方針(案）

・懇話会の意見を踏まえて使用料を改定。

【使用料改定時期】
令和８年４月検針分～(予定）

【改定率】
平均20.7％の引上げ（現行の約1.2倍）

・基本料金に占める固定費用の割合を引上げ。

基本料金 880円⇒1,100円に引上げ（現行の1.25倍）

(１か月あたり 使用水量８㎥含む）
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◆使用料単価が150円/㎥となる水準に引き上げる。= 基準外繰入金の解消
◆固定的費用は使用者全体での負担が必要であることから、
固定的経費のうち基本料金で賄う割合を50％まで引き上げる。

改定案現行

改定方針（案）のまとめ



(１)下水道使用料の改定案(消費税込）

(２)改定案の早見表(消費税込）

(３)改定後の下水道使用料の見込み

(４)一般会計繰入金の見込み

(５)近隣自治体との比較

７ 改定後の下水道使用料等について
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2,200円
基本料金に

含む
152円90銭 194円70銭 205円70銭

基本料金
従量料金（使用水量１㎥につき）

１～16㎥ 17～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

（消費税込,２か月）

(１)下水道使用料の改定案(消費税込)

改定料金表 (R8.4～）

40

現行料金表 (R4.4～）
（消費税込,２か月）

基本料金
従量料金（使用水量１㎥につき）

１～16㎥ 17～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

1,760円
基本料金に

含む
129円80銭 159円50銭 174円90銭



16㎥ 40㎥ 60㎥ 80㎥

現行使用料　　 　　① 1,760円 4,875円 7,768円 10,958円

改定案
(改定率　　20.7％）②

2,200円 5,869円 9,345円 13,239円

改定案と現行使用料との差
　　   ②―①

440円 994円 1,577円 2,281円

（消費税込み,2か月分）

(２)改定案の早見表（消費税込)

下水道使用料早見表(２か月）

41

一般家庭の

平均的な使用水量
（２か月あたり）

UP！



(３)改定後の下水道使用料の見込み

● 今回の使用料改定に伴
い、使用料収入は20.7％増
加する見通しです。
● 令和８年度からの５年
間で、約５億円の収入増と
なります。

42

料金改定
で収入20%
アップ

使用料単価150円 ・・・OK



(４)一般会計繰入金の見込み

改定に伴う収支見通し（公共＋農集）

改定に伴う収支見通し（公共＋農集）

<支出> <収入>

（その他）

約１億円/年 × ５年

＝約５億円

43

一般会計が赤字補填しなくてもよい金額

一般会計の負担が
軽くなります！

国の基準を満たすことで維持管理費の基準外繰入は解消



事業体
40㎥使用時の

　下水道使用料(円）

浜松市 5,896

袋井市（新使用料） 5,869

湖西市 5,744

掛川市 5,676

菊川市 5,280

磐田市 5,264

袋井市 (現　行） 4,875

森町 4,400

御前崎市 3,810

牧之原市 下水道未供用

(５)近隣自治体との比較
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（※いずれも消費税込）

一般家庭 ２か月
40㎥で比較すると‥‥



身近な環境を守ってくださりありがとうございます。

今後ともご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

45

ご清聴ありがとうございました。
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